
　4 月より現職に赴任いたしました、独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支

部の能美と申します。この度は、労働おきなわ

のリレーエッセイに寄稿する機会をいただき大

変光栄であるとともに、感謝申し上げます。

　さて、ワーク・ライフ・バランスが唱えら

れて 10 数年が経過しました。また、令和を迎

えた今、「一億総活躍社会を実現するための改

革」（働き方改革）が推進されています。労働

人口の不足を解消するため、労働者の確保、

出生率の上昇及び生産性の向上を図り、長期

間労働の解消、非正規・正規の格差是正、高

齢者の就労促進の課題への様々な対策が沖縄

県商工労働部はじめ関係機関による連携のも

と進められているところです。私たち、独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に

おきましても、

・65 歳超雇用推進プランナー及び高年齢者雇

　用アドバイザーによる相談・援助、給付金

　の支給、生涯現役社会の実現に向けた啓発・

　広報活動の推進等の高年齢者雇用支援

・障害者・事業主へ多様なニーズに対応した職

　業リハビリテーションサービスの提供、地

　域の就労支援機関等への助言・援助、障害

　者雇用納付金制度に基づく納付金の徴収及

　び助成金等の支給、広く社会一般に対して

　障害者雇用への関心と理解を深めるための

　アビリンピックの実施をはじめとした各種

　啓発活動等の障害者の雇用支援

・雇用のセーフティネットとしての求職者を対

　象とした職業訓練、高度なものづくりを支

　える人材の養成、在職者を対象とした職業

　訓練や事業主の皆様への相談・援助等の職

　業能力開発支援

・生産性向上人材育成支援センターを設置し、

　訪問調査することで把握した地域の中小企

　業等における生産性向上に関する課題及び

　人材育成ニーズに対応した訓練を民間教育

　訓練機関の協力のもとに実施する等の総合

　的な支援

を実施しております。

　社会基盤の変化が進む中、高齢者において

は生涯現役時代を見据えて、65 歳以上への継

続雇用年齢の引き上げに向けた雇用環境整備

や中途採用の拡大の雇用改革の支援に一層取

り組む必要性があると感じています。また、

障害者においては精神障害者、発達障害者及

び高次脳機能障害者など個別性の高い支援を

必要とする方に対する専門的支援や、事業主

に対する障害者の雇入れや雇用管理に関する

支援を通じた障害者雇用の促進等について

PDCA サイクルを回しながら取組を継続する

必要があります。加えて、ものづくり分野に

おいては、AI 等第 4 次産業革命の進行に伴い

人が担うべき業務内容も変化していくと思わ

れます。

　このような変化の中、上記の４つの支援を

進めるため沖縄支部各施設では高齢者・求職

者・若年者・障害者・事業主といった利用者

の皆様との相談などを通して、“ 各世代・各立

場の皆様へ学び直しの機会 ”を提供しており

ます。時代の変化に対応した生産性向上ため

の訓練（生産性向上支援訓練・IT 活用力セミ

ナー）、技能技術のスキルアップのための訓練

（能力開発セミナー）、高度な技術・技能の習

得のための訓練（ポリテクカレッジでの高卒

者への訓練）、スムーズな再就職を支援する訓

練（求職者向けハロートレーニング）、障害者

雇用に繋がる支援（ジョブコーチ・リワーク

支援等の障害者への支援）、高年齢者雇用のた

めの情報提供（提案型相談・援助）などです。

また、提供するだけでなくこれらの機会を知っ

ていただき、多くの方にご活用をいただくこ

とも重要だと考えます。そのためには今後も

沖縄支部職員一丸となって業務展開に努めて

まいる所存です。加えて業務展開にあたって

は関係機関との連携や協力は欠かせないもの

と考えていますので、今後とも、関係機関の

皆様方のご支援・ご協力をよろしくお願いい

たします。
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「相談や援助、学び直しの機会の提供の充実を目指して」

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部　支部長

沖縄職業能力開発促進センター所長

能　美　英　生

RELAY ESSAY 97



NEWS
第９０回メーデー開催

労働者の祭典であるメーデーは今年で 90 回を迎え、平成 31 年４月 23 日（火）から令和元
年５月１日（火）にかけて、県内７会場で約 1,900 人が参加して開催されました。

　連合沖縄のメーデーは、４月 26 日の中央式典を含む５会場で行われ、県庁前県民広場で

行われた中央式典には約 800 人が参加し、５会場合計で約 1,400 人の参加となりました。

　「格差をなくし、平和を守る！笑顔あふれる未来をつくろう　すべての仲間の連携で！」

をスローガンに開催された中央式典では、誰もが公正な労働条件のもとで活き活きと働き、

社会に参画できる「働くことを軸とする安心社会」の実現をめざす、「メーデー中央宣言（案）」

が採択され、式典終了後は国際通りでデモ行進が行われました。

　沖縄県労連のメーデーは、５月１日に那覇教育会館で開催され、約 200 人が参加。全港湾

のメーデーは、５月１日に那覇市内で開催され、約 300 人が参加となりました。

（連合沖縄メーデー中央式典）

（県労連メーデー沖縄県集会）



NEWS
第９０回メーデー開催

労働者の祭典であるメーデーは今年で 90 回を迎え、平成 31 年４月 23 日（火）から令和元
年５月１日（火）にかけて、県内７会場で約 1,900 人が参加して開催されました。

　連合沖縄のメーデーは、４月 26 日の中央式典を含む５会場で行われ、県庁前県民広場で

行われた中央式典には約 800 人が参加し、５会場合計で約 1,400 人の参加となりました。

　「格差をなくし、平和を守る！笑顔あふれる未来をつくろう　すべての仲間の連携で！」

をスローガンに開催された中央式典では、誰もが公正な労働条件のもとで活き活きと働き、

社会に参画できる「働くことを軸とする安心社会」の実現をめざす、「メーデー中央宣言（案）」

が採択され、式典終了後は国際通りでデモ行進が行われました。

　沖縄県労連のメーデーは、５月１日に那覇教育会館で開催され、約 200 人が参加。全港湾

のメーデーは、５月１日に那覇市内で開催され、約 300 人が参加となりました。

（連合沖縄メーデー中央式典）

（県労連メーデー沖縄県集会）

 

 

22001199 年年度度  沖沖縄縄県県委委託託訓訓練練ののごご案案内内  
 

県立職業能力開発校では、求職者の早期就職を支援するため、民間の専修学校等に委託して行う公

共職業訓練を次のとおり実施しています。 

受講申込みを行うには、公共職業安定所（ハローワーク）へ求職登録を行い、知識・技能等を習得

して就職することを希望し、受講あっせんを受けることが必要です。 

（受講料無料、テキスト代等は自己負担）。 

 

1 一般求職者コース 

就職に必要な知識・技能を付与するもので、座学を主とする訓練。 

員定名科練訓名関機施実轄管月講開
実施

地域

訓練

期間

具志川 学校法人大庭学園　ソーシャルワーク専門学校 介護サービス科 20 北中城村 6月

具志川 海邦電子ビジネス専門学校 ＯＡ経理科 25 うるま市 3月

具志川 科記簿スネジビ校学門専理経報情縄沖 15 沖縄市 4月

浦添 科礎基記簿・ンコソパ研創　社会限有 15 宮古島市 3月

浦添 株式会社　東京リーガルマインド 基礎から学ぶ経理事務科 24 那覇市 3月

浦添 科助補業作務事師医・務事療医館学イチニ　社会式株 25 那覇市 3月

浦添
児託（科トスリャシペス務事理経・務総発開報新球琉社会式株

サービス付き）
20 那覇市 6月

浦添 学校法人フジ学園　専門学校ITカレッジ沖縄 基礎から学ぶwebプログラミング科 24 那覇市 6月

浦添 科務事ンコソパ計会記簿ドルーワCP　社会式株 15 石垣市 3月

具志川 科ルキスンコソパ社会式株易貿亜東 15 沖縄市 3月

具志川 沖縄情報経理専門学校名護校 建設・経理事務科 15 名護市 6月

浦添 株式会社　リレーションシップ 簿記・パソコンスキル習得科 20 那覇市 6月

浦添 科成養ータイエリクbeWンイラズイワ　社会式株 15 那覇市 3月

具志川 株式会社　ニチイ学館 介護職員養成科 15 沖縄市 3月

具志川 科フッタスルカィデメ校学門専理経報情縄沖 15 沖縄市 4月

浦添 科助補業作務事師医・務事療医館学イチニ　社会式株 20 那覇市 3月

浦添 科門入記簿・ンコソパィシムエイワ　社会式株 20 那覇市 3月

浦添 沖縄情報経理専門学校　那覇校 流通販売科 15 那覇市 4月

具志川 学校法人南星学園　サイ・テク・カレッジ美浜 Ｗｅｂクリエイター実践科 15 宜野湾市 3月

具志川 科務事理経画企賀大　社会式株 15 沖縄市 4月

具志川 科スネジビＴＩ院学尚縄沖 15 沖縄市 4月

浦添 学校法人石川学園　大育情報ビジネス専門学校 会計ビジネス科 20 那覇市 3月

浦添 株式会社　沖縄タイム・エージェント はじめての介護とパソコン科 14 那覇市 4月

浦添 科礎基記簿・ンコソパ研創　社会限有 15 宮古島市 3月

浦添 株式会社　東京リーガルマインド 基礎から学ぶ経理事務科 24 那覇市 3月

浦添 科成養ータイエリクbeWンイラズイワ　社会式株 15 那覇市 3月

浦添 科務事ンコソパ計会記簿ドルーワCP　社会式株 15 石垣市 3月

具志川 海邦電子ビジネス専門学校 メディカルオフィス科 15 うるま市 3月

具志川 科成養ーターレペオＤＡＣズンービ　社会限有 14 沖縄市 3月

具志川 株式会社　フロムサーティ 経理事務養成科（託児サービス付き） 20 沖縄市 3月

浦添 株式会社　建築資料研究社 パソコンスキル基礎科 20 那覇市 3月

浦添 株式会社　リレーションシップ 初心者から始める簿記・パソコン科 15 那覇市 3月

浦添 科売販理経AO社会式株スエィテイエ 26 那覇市 3月

12月

1月

9月

11月

10月

 
 

２ 母子家庭の母等コース 

長期失業状態にある母子家庭の母や父子家庭の父等を対象とした準備講習付きの訓練。 

員定名科練訓名関機施実轄管月講開
実施

地域

訓練

期間

10月 具志川 特定非営利活動法人　てぃだ与勝 オフィス・プロフェッショナル科 10 うるま市 3月  

 



 

３ 障害者の態様に応じた多様な委託訓練 

障害をお持ちの方を対象とした、障害者の態様に応じた多様な訓練。 

員定名科練訓名関機施実轄管月講開
実施

地域

訓練

期間

9月 浦添 公益財団法人　沖縄県精神保健福祉会連合会 月か3町原風南21科修研者任初員職護介

11月 具志川 月か5市縄沖51科記簿科ドウラク・ンコソパ社（琉球職業能力開発院）会式株易貿亜東

月か3市覇那01科スネジビンコソパィシムエイワ社会式株添浦月1  
 

○ 定員に満たない場合は、開講しないことがあります。 

○ 訓練期間、定員等、記載されている内容に変更が生じることがあります。 

○ カリキュラム等の詳細については、各訓練実施先へお問い合わせください。 

 

各訓練コースの詳細、応募資格、申込方法等の詳細については、沖縄県労働政策課のホームページ

（http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/rosei/kaihatsu/itakukunnrenn.html）をご覧ください。 

 

【問い合わせ先】 

浦添職業能力開発校（南部・離島地区） 具志川職業能力開発校（中・北部地区） 

〒901-2113 浦添市大平 531 番地 

TEL：(098)878-5627・879-2560 

URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/shokuno-urse/

〒904-2241 うるま市兼箇段 1945 番地 

TEL：(098)973-5954・973-6680 

URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/shokuno-gskw/
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「時間外労働等改善助成金｣
時間外労働上限設定コースのご案内

2020年４月１日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。
このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業

事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

生産性の向上を図ることにより、時間外労働の縮減が可能に!!

助成金
による
取組

企業の
課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイス
で業務内容を抜本的
に見直すことができ、
効率的な業務体制等
の構築につながった。

改善の
結果

業務上の無駄な作業
を見直したいが、何
をすればいいかわか
らない︕

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い︕

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい︕

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室におたずねください。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになり、
業務量の平準化につ
ながった。

新たな機器・設備を
導入して使用するよ
うになったところ、
実際に労働能率が増
進し、時間当たりの
生産性が向上した。

【本コースを今年度活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ】

▶ 働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主の皆様を支援する
人材確保等支援助成金（働き方改革支援コース）が創設されました。
本コースの支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
詳細は以下のHPをご参照ください
（時間外労働等改善助成金とは窓口が異なります）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html
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労働局に支給申請（締切は２月28日(金)）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施

「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・
均等部（室）に提出（締切は11月29日（金））

【Ⅱの上限額】
●上限設定の上限額

平成29年度又は平成30年度において「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準」に規定する限
度時間を超える内容の時間外・休日労働に関
する協定を締結している事業場を有する中小
企業事業主（※1）で、当該時間外労働及び休
日労働を複数月行った労働者（単月に複数名
行った場合も可）がいること。

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ １企業当たりの上限200万円
Ⅱ 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
Ⅲ 対象経費の合計額×補助率３／４(※4)
(※4) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支
給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その 所
要額が30万円を超える場合の補助率は４／５

「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象
となる取組の実施に要した経費の一部を支給
します。

(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※3)

⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等の
導入・更新(※3)

(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3）原則として、パソコン、タブレット、スマート

フォンは対象となりません。

● 上記の成果目標に加えて、週休２日制の導入に向け
て、４週当たり５日から８日以上の範囲内で休日を増
加させることを成果目標に加えることができます。

●休日加算額

(2019.5)

事業実施後

事業実施前

４週当たり
４日

４週当たり
５日

４週当たり
６日

４週当たり
７日

4週当たり8日 100万円 75万円 50万円 25万円

4週当たり7日 75万円 50万円 25万円 ―

4週当たり6日 50万円 25万円 ― ―

4週当たり5日 25万円 ― ― ―

事業実施後
に設定する
時間外労働
時間数等

事業実施前の設定時間数

ア 時間外労働
時間数等が月80
時間を超えるな
どの時間外労働
時間数を設定し、
その実績を有す
る事業場

イ 時間外労働
時間数で月60時
間を超えるなど
の時間外労働時
間数を設定し、
その実績を有す
る事業場（アに
該当する場合を
除く）

ウ 時間外労働
時間数で月45時
間を超えるなど
の時間外労働時
間数を設定し、
その実績を有す
る事業場（ア、
イに該当する場
合を除く）

成果目標① 150万円 100万円 50万円

成果目標② 100万円 50万円 ―

成果目標③ 50万円 ― ―

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」
の達成を目指して実施してください。

時間外労働上限設定コースの助成内容

対象事業主 成果目標

支給額

事業主が事業実施計画において指定した全ての
事業場において、平成31年度又は平成32年度に
有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、
以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督
署へ届出を行うこと。
① 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間

360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時
間以下かつ、年間720時間以下に設定
③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外
労働時間数及び法定休日における労働時間数
の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間
数で年間720時間以下に設定

利用の流れ

支給対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施すること～

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下

申請書の記載例を掲載している「申請マニュアル」
や「申請様式」は、こちらからダウンロード
できます。
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働くときのルールはどのようになっているのでしょうか働くときのルールはどのようになっているのでしょうか

　職場の問題や働き方で困って労働相談コーナーに電話しました。

　相談員の方から「働くときのルール」を教えていただきましたが、法律で決まったルールがあ

るのでしょうか。また、働く際に、どんなことに気をつければよいでしょうか。

ポイント

①働くときは、雇用する人と雇用される人（労働者）の間で、契約を結ぶことが労働基準法で定

　められています。

②働くときの契約は、雇用契約書や労働条件通知書の発行が必要です。

③働く時の契約は「雇用契約書」「労働条件通知書」で行われますが、その内容は法律に違反し

　てはいけません。その契約内容を「働く時のルール」といっています。

解説

①就職する際は、契約の内容をお互いに確認しましょう

　「雇用契約」の内容について不明確な点やわかりづらい点は、説明を受けて納得しましょう。

②契約は、口頭でも成立しますが、またお互いが合意した証明としてできるだけ文書で作成する

　のがよいのです。特に事業主が発行する「労働条件通知書」は文書で明示することが定められ

　ています。ただし、２０１９年４月からは「ファクシミリを利用する送信の方法」と「電子メー

　ルその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信方

法」　でもよいことになりました。

　　メールの通知は、労働者が希望していなければ、文書で交付しなければいけません。

③雇用契約の内容は、法律で定められ「働く時のル－ル」と呼ばれます。

　㋐契約期間　㋑就業の場所　㋒従事する仕事の内容　㋓始業・終業・労働時間・休憩時間・所

　定外労働時間の有無など　㋔休日　㋕休暇（年次有給休暇など）

　㋖賃金（基本給・手当・賞与・退職金など）　㋗退職に関する事項（定年、退職の手続き）

　㋘その他（社会保険の加入状況など）

　働く際には、労働基準法をはじめ労働安全衛生法、育児・介護休業法など、多くの法律があり、

その対象になったときに法律に基づいて適用しなければいけません。

働く側として、雇用契約や労働条件の内容を確かめて、安心して働き続けましょう。

お問合せ先 「沖縄県女性就業・労働相談センター」　　　　　　　 

　　　　　　労働相談フリーダイヤル ０１２０－６１０－２２３  TEL ０９８－９４１－４７５０

相　談　内　容相　談　内　容

相　談　回　答相　談　回　答
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